
新料金の適用時期（一般家庭は10月請求分から新料金）

５月検針
(15日～31日)

７月検針
(15日～31日)

９月検針
(15日～30日)

11月検針
(15日～30日)

（２ヵ月検針） （２ヵ月検針） （２ヵ月検針）

６月請求 ８月請求

旧料金
１０月請求

 新料金

(５月検針日～７月検針日分)

７月検針分までは旧料金
(７月検針日～９月検針日分)

７月検針以降は新料金

新　料　金　表

一　般　用
公衆浴場用

85月号広報

市政トピックス

9 5月号広報 月号

＊ T O P I C S

　穂高広域施設組合の処理施設検討
委員会が４月１９日、ごみの減量・資源化
や一般廃棄物最終処分場の建設用地
選定などに係る提言書を、同組合管理
者である平林市長に提出しました。
　提言では、平成２２年度までに平成１３
年度を基準年とし、家庭・事業系ごみの
排出量を５％以上減量するほか、平成１３
年度に２０％だった資源化率を２４％まで
引き上げることを目標としています。
　また、組合外の民間処分場に頼って
いる一般廃棄物の最終処分について、
現在委託している中野市の民間処分場
の使用期限が迫っていることなどから、
組合管内で新たに処分場を確保すると
しています。処分場の候補地としては、
組合加入６市町村の中で、人口およびご
み排出量がもっとも多い安曇野市から
選定するものとし、施設の規模は敷地面
積２㌶以上、年間３，３００㌧の廃棄物を
平成２５年から平成３９年の１５年間埋め
立てられるものとしています。
　同組合では今後、この提言書につい
て構成市町村に説明するとともに、具体
的な計画を検討していく予定です。

　
水
道
事
業
の
健
全
な
経
営
と
安
定

給
水
の
確
保
の
た
め
、
本
年
１０
月
請

求
分
か
ら
穂
高
地
域
の
水
道
料
金
が

新
料
金
と
な
り
ま
す
。

　
改
正
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
「
広

報
あ
づ
み
の
４
月
号
」
で
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
が
、
今
回
は
改
定
の
時
期

と
金
額
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
料
金
の
引
き
上
げ
に
当
た
っ
て
は
、

水
道
使
用
量
が
多
い
ほ
ど
高
額
な

負
担
と
な
る
逓
増
制
料
金
を
採
用

す
る
こ
と
と
し
、
一
般
生
活
者
に

大
き
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配

慮
し
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
１
世
帯
当
た
り
の
平
均

的
な
水
道
使
用
料
金
は
１
期（
２
カ

月
）で
６
、０
０
０
円
〜
８
、０
０
０
円

程
度
で
す
が
、
一
般
家
庭
で
平
均
１２

〜
１３
％
の
値
上
げ
と
な
る
こ
と
か
ら
、

新
料
金
で
は
８
０
０
円
〜
１
、０
０
０

円
程
度
の
負
担
増
と
な
り
ま
す
。

　
穂
高
地
域
の
皆
さ
ま
に
は
ご
負
担

を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
今
後
と
も
一

層
の
経
費
の
節
減
を
図
り
な
が
ら
健

全
な
運
営
に
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　

　
上
下
水
道
部
業
務
課
　
　
　

　
　
　
　
　
　
（
℡
７２
・
３
１
１
１
）

　
下
水
道
料
金
は
、
市
内
全
地
域
が

改
定
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
上
水
道
と
同
様
、
料
金
改
定
の
背

景
は
「
広
報
あ
づ
み
の
４
月
号
」
で

お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
新

し
い
料
金
体
系
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

　
料
金
は
、
豊
科
地
域
と
穂
高
・
三

郷
・
堀
金
・
明
科
地
域
に
分
け
て
設

定
し
て
い
ま
す
。

　
改
定
後
の
水
道
料
金
は
、
お
住
ま

い
の
地
域
や
使
用
水
量
に
よ
っ
て
違

い
ま
す
の
で
、
下
表
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
時
期
は
豊
科
、
三
郷
、
明
科

が
１０
月
請
求
分
か
ら
で
、
穂
高
・
堀

金
が
１１
月
請
求
分
か
ら
で
す
。
今
後

も
市
で
は
下
水
道
事
業
の
経
費
節
減

と
事
務
の
効
率
化
を
図
り
、
事
業
の

健
全
運
営
に
努
め
ま
す
。
皆
さ
ま
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
上
下
水
道
部
業
務
課

　
　
　
　
　
　
　（
℡
７２
・
３
１
１
１
）

上水道

穂高地域の水道料金は、一般家庭用で

10月請求分から変わります。

下水道

下水道料金は10月請求分（豊科・三郷・明科）と
11月請求分（穂高・堀金）から適用。

下水道料金は
全地域で変更

穂高地域の水道料金が
10月請求分から変更

《下水道料金改定表》

豊科地域〈新料金適用は10月請求分（８月検針分）から〉

三郷・堀金地域〈三郷：新料金適用は10月請求分（８月検針分）から〉
〈堀金：新料金適用は11月請求分（９月検針分）から〉

穂高地域〈新料金適用は11月請求分（９月検針分）から〉

明科地域〈新料金適用は10月請求分（８月検針分）から〉

用　途

一般用

公　 衆
浴場用

別荘用

臨時用

口　径
(mm)

13
20
25
30
40
50
75
100
　

１年

全

水　量

10㎥

500㎥

120㎥

10㎥

1,570 
2,200 
2,940 
3,670 
3,880 
4,930 
6,300 
8,190 

14,700

22,750

6,300

  180
 300
 460
 730
 820

2,070
2,700
3,810

2,200

▲ 1,750

 1,750
2,500

 3,400
 4,400
 4,700
 7,000
 9,000
12,000

16,900

21,000

基　本　料　金　（１カ月につき）
（旧）料金

（円）
（新）料金

（円）
増加額
（円）

（旧）料金 （新）　料　金

11㎥以上

（一律）
168円

 73円
　

 178円
 

525円改定なし 改定なし

11㎥以上
30㎥まで

190円

31㎥以上
　

205円

超過料金については、従来の一律
料金設定を変更し、2段階による
超過料金設定となります。

501㎥�以上　　84円

121㎥～360㎥　　190円 361㎥以上　　205円

超　過　料　金　（1㎥につき）

種　別 区    分 （旧）排除した汚水量 （旧）料金

一般汚水
　

公衆浴場
一時使用

基本料金

１㎥につき

１㎥につき
１㎥につき

10㎥まで
11㎥～30㎥
31㎥～100㎥
101㎥以上

1,575円
157.5円

173.25円
199.5円

42円
199.5円

種　別 区    分 （旧）排除した汚水量 （旧）料金

一般汚水
　

一時使用

基本料金

１㎥につき

１㎥につき

10㎥まで
11㎥～30㎥

1,890円
147円

210円

種　別 区    分 （旧）排除した汚水量 （旧）料金

一般汚水

一時使用

基本料金

１㎥につき

１㎥につき

10㎥まで
11㎥～30㎥
31㎥～５0㎥
51㎥～100㎥
101㎥～300㎥
301㎥以上

1,732.5円
173.25円
183.75円
194.25円
204.75円
215.25円

210円

種　別 区    分 （旧）排除した汚水量 （旧）料金

一般汚水

一時使用

基本料金

１㎥につき

１㎥につき

10㎥まで
11㎥～30㎥
31㎥～５0㎥
51㎥～100㎥
101㎥～300㎥
301㎥以上

1,680円
168円

178.5円
189円

199.5円
210円
210円

（新）料金（新）排除した汚水量
10㎥まで
11㎥～30㎥
31㎥～100㎥
101㎥以上

１㎥につき
１㎥につき

1,785円
178.5円

194.25円
204.75円

44.1円
204.75円

（新）料金（新）排除した汚水量
10㎥まで
11㎥～30㎥
31㎥～100㎥
101㎥以上

１㎥につき

1,890円
189円

199.5円
210円
210円

（新）料金（新）排除した汚水量
10㎥まで
11㎥～30㎥
31㎥～100㎥
101㎥以上
　
　
１㎥につき

1,890円
189円

199.5円
210円

　
　

210円

（新）料金（新）排除した汚水量
10㎥まで
11㎥～30㎥
31㎥～100㎥
101㎥以上
　
　
１㎥につき

1,890円
189円

199.5円
210円

　
　

210円

て
い
ぞ
う

穂高広域施設組合
処理施設検討委員会が

提言書を提出

平成16年度、安曇野市の家庭ごみ収集量は
６市町村で最も多い20.864㌧で

2番目に多い池田町の2,533㌧と比べ
８倍以上にもなる

平成16年度、安曇野市の家庭ごみ収集量は
６市町村で最も多い20.864㌧で

2番目に多い池田町の2,533㌧と比べ
８倍以上にもなる


